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議 会 運 営 委 員 会 理 事 会 記 録 

日   時 令和５年１１月２１日（火）  午前９時１２分～午前９時１７分 

場   所 第２委員会室 

出 席 理 事 

（６名） 

理  事  吉 田  あ い   理  事  岩 田  いくま 

理  事  山 田  耕 平   理  事  ひわき    岳 

理事代理  山 本  ひろ子   理  事  安 斉  あきら 

欠 席 理 事

（１名） 

理  事  川原口  宏 之 

理事以外の

出 席 議 員  

議  長  井 口  かづ子   副 議 長  渡 辺  富士雄 

出席理事者 （なし）  

事務局職員 事 務 局 長 喜多川 和 美 事 務 局 次 長 村 野 貴 弘 

 議 事 係 長 蓑 輪 悦 男 担 当 書 記 出 口 克 己 
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（午前 ９時１２分開会） 

吉田理事 これより議会運営委員会理事会を開会いたします。 

 なお、川原口理事が欠席しておりますので、代理として山本議員が出席しております。

よろしくお願いいたします。 

 

《定例会の追加提案事項について》 

吉田理事 初めに、定例会の追加提案事項について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局次長 資料１を御覧ください。区長から契約案件１件が提出される予定です。この

後開催の議会運営委員会で理事者から説明がある予定です。 

 なお、除斥対象の案件がないかどうか、この後、議運終了後に議案が配付される予定

となっていますので、漏れのないよう、各議員で確認をお願いいたします。 

 以上でございます。 

吉田理事 ただいまの説明について、何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件については、この後開催の議会運営委員会で理事者から説明

があります。 

 なお、除斥についてですが、各自で御確認いただき、除斥の対象となる議案があった

場合は議長へお申し出いただきますよう、各会派の議員へお伝えください。非交渉会派

については、事務局から説明をお願いいたします。 

 

《定例会の日程について》 

吉田理事 次に、定例会の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局次長 資料２を御覧ください。区長提出の追加議案に係る日程の追加でございます。

追加日程は網かけ部分です。 

 この後、午前９時30分から議会運営委員会を開催、当初日程の本会議中日に当たる本

日午前10時からの本会議において、当初提案と併せて追加議案の議案上程、委員会付託。 

 以上、日程の追加を提案させていただきます。 

 説明は以上でございます。 

吉田理事 ただいまの説明について、何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件については、この後開催の議会運営委員会に諮ることといた

します。 
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 日程は以上ですが、ほかに何かございますか。 

安斉理事 昨日の我が会派の井口えみ議員の一般質問の答弁に対して、区長から通告した

一般質問に関係のない答弁がされました。私ども会派は、一般質問の前の冒頭に他会派

の議員への区長答弁で唐突に発言された、男性中心的な働き方は生産性が低くといった

発言に対して根拠を示すことなく本会議で発言するのは適当ではないと発言したわけで

あります。答弁を聞いて、区長は反射神経的にメモを作成して、副区長、総務部長に確

認をして、質問ではない部分に答弁をしたというのは多分皆さんも分かっているのかな

と思います。区長御自身の答弁を修正、撤回、謝罪をするのであれば、一定の手続を経

て発言されるべきではなかったのではないかな、そういう手続を取ってやるべきだった

のではないかなというふうに考えます。ただ、議会は一定のルールがあり、運営されて

いますので、また、杉並区議会には反問権もありません。 

 この問題について、今日はもう時間がありませんので、議長としてこの問題について

しっかり整理をして正式な回答をしていただきたいと思いますので、今日はこの後、皆

さん御承知のとおり、議運、本会議がありますので、ここで議論はできないと思います

ので、ちょっと議長のほうで整理をしていただいて、こういった話は多分過去にはなか

ったと思いますので、ぜひその辺も十分精査していただいて、一定の回答をしていただ

ければと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

山田理事 いろいろここで議論するのもなんなんですけれども、結局、質問の通告に全然

関わらない意見を冒頭ああいう形で出すことによって、それが質問だというふうに誤認

されれば、それに答弁を返すのは当然だと思うんですね。例えば過去、あまりいいケー

スではないですけれども、そういうケースもありました。通告にない質問が出されるこ

とによって、答弁せざるを得なかったということもありましたので、その点については、

ああいう場所で、例えば震災に対するお悔やみというような発言というのはよくあると

思うんですけれども、ああいう問題が生じているのであれば、しかるべき方に事前に相

談するとか、いきなり平場で質問の冒頭にああいう形で出すというのは、私はどうかと

思いますね。だから、そういう点も含めて精査をしていただきたいと思います。 

安斉理事 これ以上議論することはしませんけれども、今、山田理事が言ったことも含め

て、いろんな意見があると思うので、議長として、議事整理権の中でしっかりと混乱が

起きないように、運営できるように整理をしていただいて、回答していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 
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吉田理事 では、議長、よろしくお願いいたします。 

 ほかに何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 なければ、議会運営委員会理事会を閉会いたします。 

（午前 ９時１７分 閉会） 

 


